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午前10時00分開議 

○議長 横尾 武志君   

 おはようございます。ただいま出席議員は１３人で会議が成立いたします。 

 それでは直ちに本日の会議を開きます。 

────────────・────・──────────── 

○議長 横尾 武志君   

 お諮りします。日程第１、議案４２号から日程第１９、請願第３号までの各議案

については、それぞれの委員会に審査を付託しておりましたので、これを一括とし

て議題とし、それぞれの審査結果の報告を求めたいと思いますが、ご異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 横尾 武志君   

 ご異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

 それぞれの委員長から審査結果報告書及び閉会中の継続審査申出書が提出されて

おりますので、書記にこれを朗読させ、報告にかえます。書記に朗読を命じます。

書記。 

〔朗 読〕 

……………………………………………………………………………… 

 報告第１３号 

平成２３年９月２２日 

  芦屋町議会議長 横尾 武志殿 

総務財政常任委員会委員長 辻本 一夫 

総務財政常任委員会審査結果報告書 

 本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則

第７７条の規定により、報告します。 

記 

 議案第４２号 芦屋町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の

制定について、原案可決 

 議案第４３号 平成２３年度芦屋町一般会計補正予算（第３号）について、原案

可決 

 議案第４５号 平成２３年度芦屋町モーターボート競争事業会計補正予算（第１

号）について、原案可決 

 議案第４７号 平成２３年度芦屋町公共下水道事業会計補正予算（第２号）につ

いて、原案可決 

 認定第１号 平成２２年度芦屋町一般会計決算の認定について、認定 

 認定第８号 平成２２年度芦屋町モーターボート競走事業会計決算の認定につい

て、認定 

 認定第１０号 平成２２年度芦屋町公共下水道事業会計決算の認定について、認

定 

 承認第６号 専決処分事項の承認について、承認 

 請願第３号 「スーパーＡＳ０」誘致に関する請願について、不採択 

……………………………………………………………………………… 

 報告第１４号 

平成２３年９月２２日 



  芦屋町議会議長 横尾 武志殿 

民生文教常任委員会委員長 小田 武人 

民生文教常任委員会審査結果報告書 

 本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則

第７７条の規定により、報告します。 

記 

 議案第４３号 平成２３年度芦屋町一般会計補正予算（第３号）について、原案

可決 

 議案第４４号 平成２３年度芦屋町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）に

ついて、原案可決 

 議案第４６号 平成２３年度芦屋町病院事業会計補正予算（第１号）について、

原案可決 

 認定第１号 平成２２年度芦屋町一般会計決算の認定について、認定 

 認定第２号 平成２２年度芦屋町国民健康保険特別会計決算の認定について、認

定 

 認定第３号 平成２２年度芦屋町老人保健特別会計決算の認定について、認定 

 認定第４号 平成２２年度芦屋町後期高齢者医療特別会計決算の認定について、

認定 

 認定第５号 平成２２年度芦屋町国民宿舎特別会計決算の認定について、認定 

 認定第６号 平成２２年度芦屋町給食センター特別会計決算の認定について、認

定 

 認定第７号 平成２２年度芦屋町訪問看護特別会計決算の認定について、認定 

 認定第９号 平成２２年度芦屋町病院事業会計決算の認定について、認定 

 請願第２号 特別養護老人ホーム新設を求める意見書の提出を求める請願につい

て、採択 

……………………………………………………………………………… 

平成２３年９月２２日 

  芦屋町議会議長 横尾 武志殿 

総務財政常任委員会委員長 辻本 一夫 

閉会中の継続調査申出書 

 本委員会は所管事務のうち、次の事件について、閉会中の継続調査を要するもの

と決定したので、会議規則第７７条の規定により申し出ます。 

記 

 事件、「企画調整に関する件」「町財政に関する件」「消防及び災害防止等に関

する件」「Ｚ生成に関する件」「建築及び土木に関する件」「河川に関する件」

「道路整備に関する件」「芦屋橋に関する件」「国道４９５号線に関する件」「芦

屋港湾に関する件」「上下水道に関する件」「競艇に関する件」及び「各種施策の

見直しに関する件」。 

 理由 

 調査不十分のため。 

……………………………………………………………………………… 

平成２３年９月２２日 

  芦屋町議会議長 横尾 武志殿 

民生文教常任委員会委員長 小田 武人 



閉会中の継続調査申出書 

 本委員会は所管事務のうち、次の事件について、閉会中の継続調査を要するもの

と決定したので、会議規則第７７条の規定により申し出ます。 

記 

 事件、「戸籍等各種届出及び新生事務に関する件」「保健、健康及び国民健康保

険に関する件」「福祉政策及び介護保険に関する件」「環境政策に関する件」「公

営住宅に関する件」「農業、漁業及び商工振興に関する件」「観光振興に関する

件」「地域振興に関する件」「医療及び医療行政に関する件」「教育振興に関する

件」及び「各種施策の見直しに関する件」。 

 理由 

 調査不十分のため。 

……………………………………………………………………………… 

平成２３年９月２２日 

  芦屋町議会議長 横尾 武志殿 

議会運営委員会委員長 益田 美恵子 

閉会中の継続調査申出書 

 本委員会は所管事務のうち、次の事件について、閉会中の継続調査を要するもの

と決定したので、会議規則第７５条の規定により申し出ます。 

記 

 事件、「議会運営に関する件」「議会の会議規則、委員会に関する条例等に関す

る件」及び「議長の諮問に関する件」。 

 理由 

 調査不十分のため。 

……………………………………………………………………………… 

○議長 横尾 武志君   

 以上で、朗読は終わりました。 

 ただいまから、それぞれの審査結果等の報告について質疑を行います。 

 まず、総務財政委員長に対する質疑を許します。川上議員。 

○議員 １０番 川上 誠一君   

 それでは、総務財政委員長に対する委員長質問を行います。 

 請願第３号「スーパーＡＳＯ」の誘致に関する請願について、委員会での審議で

は、請願についての賛成、反対、それぞれ意見があったようですが、どのような内

容であったのか、ご報告をお願いいたします。 

○議長 横尾 武志君   

 総務財政委員長。 

○総務財政常任委員長 辻本 一夫君   

 お答えいたします。審議の内容について、どうだったかというご質問でございま

すが、総務財政委員会におきましては、提出されました議案書の趣旨を中心に、請

願に反対する意見と見直しを求める意見が出されました後、採決を行い、賛成少数

で計画に反対するという趣旨の請願書は採択できないという結果になりました。 

 以上です。 

○議長 横尾 武志君   

 川上議員。 

○議員 １０番 川上 誠一君   



 もっと具体的に、その賛成、反対の内容をお伺いしたかったんですけど、不採択

というふうになっておりますが、それでは、その評決はどのような形で行ったんで

しょうか、数字でお願いいたします。 

○議長 横尾 武志君   

 総務財政委員長。 

○総務財政常任委員長 辻本 一夫君   

 賛成２、反対４で賛成少数という結果でございます。 

○議長 横尾 武志君   

 ほかにございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 横尾 武志君   

 ないようですから、総務財政委員長に対する質疑を打ち切ります。 

 次に、民生文教委員長に対する質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 横尾 武志君   

 ないようですから、民生文教委員長に対する質疑を打ち切ります。 

 次に、議会運営委員長に対する質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 横尾 武志君   

 ないようですから、議会運営委員長に対する質疑を打ち切ります。 

 以上で質疑を終わります。 

 ただいまから討論を行います。 

 日程第１、議案第４２号から、日程第１９、請願第３号までの各議案について、

順不同により討論を許します。川上議員。 

○議員 １０番 川上 誠一君   

 議案第１３号芦屋町一般会計補正予算（第３号）に対する反対討論を行います。 

 補正予算の中には、船頭町駐車場活用事業商業施設整備工事監理委託料４０５万

２,０００円が計上してあります。船頭町駐車場活用事業については、今議会にお

いても見直しを求める請願が出されており、住民の中に反対する声が根強くありま

す。このような中で、町が十分に住民の理解を得ることなく事業をおし進めること

には問題があると考えます。 

 私は、税金を投入し、スーパーを建設するのですから、十分な説明責任を果たし、

一歩一歩進むべきと考えます。 

 以上の立場から、議案第４３号に反対いたします。 

 次に、認定１号、平成２２年芦屋町一般会計決算について、反対の立場から討論

をいたします。 

 私は、平成２２年芦屋町一般会計予算は、２２年の第１回定例会におきまして、

芦屋橋コミュニティ公園設計業務委託費、当時は鋳物師公園と計上され、なってお

りましたが、これが計上されており、不要不急の公共事業が行われるのではなく、

住民生活の向上のために、予算をかえるべきと予算案に反対しました。その後、コ

ミュニティ公園事業は、福岡県北九州県道整備事業事務所の芦屋橋左岸護岸工事と

並列で進められ、住民説明会が行われました。 

 住民説明会では、公園事業にも護岸工事についても反対の意見が続出し、関係住

民の理解を得られておりません。町は十分な説明責任を果たし、住民の納得を得る



ことができなければ工事に着工すべきではないと考えます。 

 また、介護保険制度に関するものでは、介護保険給付費負担金、認定経費負担金、

連合共通経費負担金などが１億８,２００万円、介護保険広域連合に拠出されてい

ます。広域連合は開始時の７２自治体から３３自治体と半分以下になっています。

介護保険制度は、住民が受けた介護サービスの約半額を住民で負担し合う制度とな

っているため、行き届いた介護をすればするほど保険料ははね上がります。高齢者

は高い保険料を支払うか、サービスをあきらめるか、究極の選択を迫られるわけで

す。 

 広域連合では、当初、２,９８０円の基準額でスタートした保険料が、今では、

３グループに分かれ、最高額のＡグループでは、２.２倍の６,２７５円で、日本で

最高額、一番低いＣグループでも１.３倍となっています。また、介護サービスの

受給が抑制されてきたため、最近では毎年のように黒字が発生し、基金の積み増し

が行われています。この黒字になったお金や基金は、もともと被保険者に還元され

るべきものですが、広域連合では、保険料の引き下げや減免に当たることはしてい

ません。高齢者にとって年金収入がふえないのに、財政負担だけがふえ続け、お金

がないと生きていけない仕組みになっています。 

 このような介護保険が抱えるさまざまな矛盾を改善し、公的な介護保障の充実を

目指す介護保険制度の見直しが求められています。 

 以上の理由から、認定第１号に反対いたします。 

 次に、認定第４号平成２２年芦屋町後期高齢者医療制度特別会計決算について、

反対の討論を行います。 

 平成２２年度では、１億５,８７０万円の後期高齢者医療広域連合納付金として

繰り出しています。後期高齢者医療制度の眼目は、高齢者を他の年齢層から切り離

し、負担と安上がりな差別医療を押しつけるところにあります。病気にかかりやす

く治療に時間がかかる後期高齢者を別枠の医療保険に追い込み、負担増を我慢する

のか、不十分な医療を選択するのか、二者択一に追い込んで、医療社会保障にかか

わる医療予算を削減するというのが導入のねらいでした。 

 同時に、７５歳以上の高齢者のみならず、各種支援金などを通じて他の公的保険

加入者にも大きな負担をもたらしています。まさに。現在のうば捨て山と呼ばれる

ように、国民の批判を浴びています。 

 特に問題になるのが、保険料の負担が大変重いことです。平成２２年４月１日現

在の、福岡県の被保険者当たりの平均保険料額は７万５,４０１円、全国で５番目

に高い保険料です。全国平均が６万３,３００円に対し、１.２倍の保険料です。平

成２０年度の滞納者数の１万３,５０３人は、平成２２年には１万６,６０９人増加

し、３,１０６人、２３％の増加となっています。被保険者に対する滞納者数の割

合は、平成２０年度、２.５５％から平成２２年度３.０１％に増加してます。高い

保険料が重い負担となり、これを改善することは急務の課題です。 

 ２点目に、短期保険証の発行も、全国に例を見ないほどの高い状況となっている

問題です。平成２２年８月１日現在で、短期証の交付状況は５,５２２件で、大阪

府の５,８０６件に次いで全国２番目に多い交付状況です。短期保険証の交付が高

過ぎる保険料にあることは明らかです。払える保険料に改善するとともに、短期保

険証の発行を直ちに中止することが必要です。 

 もともと老人保健制度のときには、保険料を滞納してもすべての被保険者に保険

証は交付されていました。それは短期保険証の発行は医療の抑制につながり、病状



の重度化を促進し、最後には命をも失うからです。後期高齢者医療制度は、すべて

の高齢者から死ぬまで保険料を取り続け、しかも２年ごとに改定が行われ、医療費

と７５歳以上の人口増加に伴って、際限なく保険料が上がる仕組みになっている本

当にむごい制度です。一刻も早くやめることが必要であることを申し述べて反対討

論といたします。 

 続きまして、最後に、請願第３号に対する賛成討論を行います。 

 議会初日の請願の質疑の中で、議員から、議会では全員協議会の中で報告され、

十分な審議を行ったという旨の論議がありました。今議会での町長や執行部の答弁

にも、全員協議会への報告により議会への説明を行っている旨の答弁があったと思

います。 

 しかしながら、全員協議会の説明で町の重要な施策の説明責任は果たされている

のでしょうか。全員協議会は法的な裏づけのある町村長の招集行為による会議では

なく、正規の法的手続なしに議員が集まって論議する会議です。 

 全員協議会は、おおむね３つの形があります。第１に、本会議関連の協議会、こ

れは本会議の審議の過程で必要に応じてとるものです。第２点目に、自主的意見調

整の協議会、これは議会の行政側の行事や運営、活動について協議する場です。３

点目に、町村長が意見を聞くため行う協議会、町村長の依頼を受け、議長が招集は

するものの、その目的は行政上の重要問題などについて、議会の意見を聞く、おお

むねこの３つの形に分類できます。 

 芦屋町では、３番目の形の全員協議会が行われております。それでは、全国町村

議長会が発行する議員必携では、町村長が意見を聞く全員協議会としてどう言って

いるのかというと、町村会が意見を聞くための協議会には問題がある。特に事前審

議型の協議会は、議会と町村長が一歩離れて、提案と審議、そして議決と執行の権

限を分かち合う大統領制の組織原則にももとり、議会の権威を失い、町村長の責任

体制も否定されることになりかねないものである。このような協議会開催の町村長

の要請には応じない気骨と心構えがあってしかるべきと議員必携では指摘してます。 

 つまり、自治体が重要な施策を計画しているとき、重要事項だからと町の依頼を

受け、全員協議会を開き、事前の根回しを行って、これから開かれる議会を質問も

なく円滑に進めるというような議会運営はしてはならないと、町村議町会は言って

いるのです。ですから、全員協議会への報告で、議会に対する説明責任を果たした

ことにはなりません。 

 第２に、請願と一緒に提出された請願書面について、信ぴょう性の疑義が質問さ

れましたが、信ぴょう性の疑義を問うことが出されたこと自体に問題があります。

そもそも署名そのものが恫喝され、強制強要されたものであれば問題がありますが、

そうでなければ、本人の意思で自主的に署名を行ったということではないでしょう

か。もともと議会への請願は、一人であっても提出できるものです。税金を投入し

て建設するスーパーは見直してほしいという声が町内にあることは紛れもない事実

です。町長は、この紛れもない事実と真摯に向き合い、町民に対し丁寧に説明を行

い、理解を得ることが必要です。 

 第３に、住民参画まちづくり条例の実践との関係です。第５次芦屋町総合振興計

画マスタープランの基本計画では、第１章に、「住民とともに住めるまちづくり」

として、住民との協働を掲げ、住民と行政がともに協力しながらまちづくりに取り

組むために、行政情報を積極的に公表し、情報の共有を進めます。協働を進めるた

めの仕組みづくりを進め、あらゆる分野での住民の参画を進めますとしています。 



 鶴原副町長も、今議会の刀根議員の一般質問において、協働のまちづくりについ

ての質問中で、住民と情報の共有化を進め、開かれた行政を進めていくと答弁され

ました。また、芦屋町住民参画まちづくり条例の前文では、町と住民がまちづくり

に関する情報を共有し、一人ひとりの持つ知識や知恵、感性などが十分に活かされ

るまちづくりが必要ですとしています。 

 第２条では、説明責任の意義として、町が住民に対し、計画や事業などの内容を

わかりやすく説明するという責任のことを言うとしています。 

 第３条では、まちづくりは自治を推進するために、町と町民がまちづくりに関す

る情報を共有することを基本に進めるとし、第４条では、町の責務として、まちづ

くりを進めるには、住民に対して住民参画の機会を提供すること、住民に対して説

明責任を負うこと、幅広い情報の把握に努め、住民に対し積極的にその情報を提供

することとしています。 

 また、第５条では、町長の責務として、住民がまちづくりに参画する権利を保障

するとともに、参画する機会の拡充するとしています。 

 そして、第８条では、住民参画の推進として、住民生活にかかわる大きな計画を

策定する場合は、アンケート調査、地域懇談会、公募による住民会議などを実施し

て、住民の意見を求め、十分な検討を行うとしています。 

 以上のように、まちづくり条例やマスタープランにおいても、議会での答弁にお

いても、町の施策を決めるときは住民にわかりやすく説明し、よく調査してその内

容を共有して、住民が理解した中で進めるべきとなっています。６月議会と７月期

の臨時議会でも、私は町は住民に対する説明責任を果たすために住民説明会を開催

することを提言してきました。しかし、町長は今議会の答弁を伺っても、全くこの

ことに当たっておりません。スーパー建設が着工されようとしてますが、今からで

も遅くはありません。町長は、まちづくり条例作成の原点に立ち返り、町が説明責

任を果たすために住民説明会を開催することを求めまして、請願の賛成討論といた

します。 

○議長 横尾 武志君   

 ほかにございますか。刀根議員。 

○議員 ３番 刀根 正幸君   

 私が今回、日程第２の議案第４３号、これにつきまして反対の立場から討論さし

ていただきます。と申しますのも、今回当初予算の中で、船頭町駐車場活用事業商

業施設整備工事監理委託という項目が上がっております。これは、４月の際にも私、

反対討論をさせていただきましたけれども、先ほど川上議員のお話の中で、やはり

十分な説明責任というものが果たされてないんじゃないかなというところから、ま

た委員会の中でもお話させていただきました。 

 しかしながら、ここで適正ないわゆる情報の提供って一体何だろうということで

考えたときに、確かに広報あしやという形の中で、８月の１日号でこのように載っ

てます。ところが、情報の一番大切なところというのは、この中でも委員会の中で

も言いましたけども、やはり、いつどこでだれが何を、そしてどのようにやってい

くのかという、いわゆる５Ｗ１Ｈというものがやはり大切であると思います。 

 しかし、この中には、どの業者が町の負担でどのようにってものが書いてござい

ません。で、やはりこれは何て申しますかね、住民の皆様にきちんと説明をして、

そしてこの了解を得るという手続が必要であるとまず考えたからでございます。 

 次に、日程第７の認定第１号平成２２年度芦屋町一般会計決算の認定といった項



目がございます。この点につきましても、やはり疑義がございまして、反対の立場

から討論さしていただきます。 

 と申しますのも、土地売り払い収入というところで、２款、１６款の２項１目、

この中で不動産売り払い収入っていうのがございます。通常、この財産につきまし

ては、鑑定価格で売買をしていくといったところでございますが、これもやはり売

買金額が鑑定価格よりもかなり下回っておられます。これが私自身が一つの選挙戦、

５月１日に議員になりましたけれども、その中で選挙戦で言ってきたのが、やはり

元気のあるまちづくりをしようやないかといったところで呼びかけてなったわけで

ございます。 

 しかしながら、これとまた町有財産の売買といった形の中では、また視点が変わ

ってまいります。つきましては、この内容につきましても、きちんとやはり話をし

ていく必要があるかなということでございます。 

 次に、請願第３号でございます。これは賛成の立場から討論さしていただきます

けれども、「スーパーＡＳＯ」誘致に関する請願、これは請願というものを、私も

なったばっかりで一応議員必携というものを読ませていただきました。また逐条解

説というのも一応読ませていただきました。 

 その中には、やはり住民の民主主義を守っていく、その意見を一つ一つをどうと

らえていくかっていうところだろうと思います。是は是、非は非という形の中で、

やはりできない内容はできない、できることはやっていく、そういった姿勢が一番

求められてくるのかなといったところで、これについても賛成の討論をさせていた

だきます。 

 以上でございます。 

○議長 横尾 武志君   

 ほかにございますか。田島議員。 

○議員 ６番 田島 憲道君   

 私は、「スーパーＡＳＯ」を誘致に関する請願書について、この請願に対して反

対する立場で討論いたします。 

 もう何回目になるんでしょうか。委員会でも、この場でも、この問題に関して私

は賛成の立場で意見を述べてきました。今回でいい加減にこの問題に終止符を打っ

て、政争の具にするのではなく、町民が一体となり、町の活性化に協力し、今回進

出する企業を温かく迎えてあげていただきたいと思います。正門通り商店街周辺は

町の中心であり、芦屋町における唯一の商業地域です。この問題は既に２０年前か

ら、中心市街地をどのようにつくっていくか、これは商工会を中心に審議をなされ

てきました。 

 しかしながら、地元商店主などの反対により日の目を見ず、実現しませんでした。

この結果が今の商店街の実情ではないかと思います。４年前、まだハローデイがあ

るころは、今より商店街に活気がありました。特に日曜日、スーパーなら休まず営

業します。今の商店街で日曜日あいているところは僕の理容室と、はと屋さんぐら

いです。シャッター通りと言われるのは、そこにゆえんがあると思います。 

 そして今、芦屋町民の７０％が町外で買い物していると言われています。流出し

ている買い物人口の２割でも３割でも戻ってきてもらう、町内でお買い物をしても

らうというのがこの商業施設誘致の目的だと考えます。 

 決して町内の買い物人口の３０％を奪い合いするのではないと思います。そして

既存店もお互いに切磋琢磨し、ないものを補完し合い、良質で鮮度のいいものをお



客さんに提供すれば、町民は近いところに来てくれます。買い物人口の流出を防ぐ

ことで、いろいろな意味で町の商工業者に相乗効果を与え、潤っていくと思います。

便利な都会へ出て行ってしまうという人口流出問題への対応策でもあります。 

 今後、ますます買い物難民と言われる人たちが確実にふえていきます。家に引き

こもるのが一番悪いと聞きます。買い物に出かけ、お店の人などとちょっとした会

話で心がなごむと思います。こういう場を提供するのも今後の行政のあり方ではな

いかと思います。 

 これまでの商工会主導でなし得なかった活性化策ではないかと思います。今回は、

過去にできなかったものを町主導で行い、中心市街地の活性化と住民の皆さんの生

活利便性の向上のために事業を進めていくという町の方針に私は賛成であります。

この請願書の採択に反対して、私の討論といたします。 

 以上です。 

○議長 横尾 武志君   

 ほかに。貝掛議員。 

○議員 ５番 貝掛 俊之君   

 ５番、貝掛です。私も田島議員に引き続き、請願第３号「スーパーＡＳＯ」誘致

に関する請願に対する採択に対する反対の立場で討論を行います。 

 まず初めに、この請願に対してでございますが、税金を使ってスーパーを誘致す

ることに反対しますと掲げて集めた１,２０７名の署名を添えて提出された請願の

１から４項目目の中に、ひとつもスーパーに反対するという言葉は見受けられませ

ん。この１,２０７名の署名を添えて提出するのであれば、まず一番目に、「税金

投入型スーパー誘致に反対」という言葉を入れるべきではなかったでしょうか。そ

れを町はいま一度立ちどまって考え直してくださいというよりは、むしろ「町の税

金投入型スーパー誘致に反対します」と、しっかりと明記しなければ１,２０７名の

方に対して失礼ではないかと思います。 

 以上を踏まえながら、私はこの請願自体が税金型投入スーパーに反対するものと

いうことに対して反対の討論にさせていただきます。 

 芦屋町は、昭和５０年、人口が１万９,７６２人をピークにだんだんと減少し、

活気がなくなっていく、その中で幾度も船頭町駐車場の活用に関して議論をなされ

てきたと思います。しかしながら、実行に移されることなく今日に至っているのが、

皆さんご承知のとおりの現実であると思います。 

 しかし、この３年間、非常に時間がかかったと思いますが、波多野町長の強いリ

ーダーシップをもってさまざまな施策を施し、このスーパー誘致にこぎつけたのは

称賛に値するものではないでしょうか。なぜならば、この十数年来、だれもできな

かったことを具現化されようとしている、そしてこの税金投入型スーパーの試みは

全国初であり、民業圧迫という固定観念の常識を覆し、反対運動が起こるであろう

ということも覚悟し、活性化、そして人口対策に必ず貢献するという信念を持ち実

行をされているものと思うからでございます。 

 活性化についてさまざまな議論もされていますが、やはり、行動をなくして実現

なし、今の芦屋町を活性化させていくためには、守りではなく攻めの姿勢が必要で

はないかと思います。 

 高度経済成長時と比べて、右肩上がりで芦屋町の財源がどんどん豊かになってい

く時代においては、行政に関してはただ運営という観点で進めていけばよかったで

すけども、今のこの歳入減少時代においては、行政運営ではなく行政経営という観



点から、この経営の手腕がが問われていく時代ではないかと思います。 

 経営においてはリスクがつきものですが、このリスクを背負わずして発展がない

のが今の自治体の現状ではないかと私は考えます。そして、今の芦屋町の現状とい

いますと、いわゆる地価、土地の値段をちょっとインターネットで引っ張りまして

調べましたところ、土地の下落率を調べました。 

 平成１９年度、これは芦屋町の船頭町の土地の下落率です。平成１９年度マイナ

ス８.４、平成２０年度マイナス６.０５％、平成２１年度マイナス６.０５％、平

成２２年度マイナス８.３１％、平成２３年度マイナス８.９％、以上のように非常

に下落率がどんどん激しくなっている状況でございます。 

 それと近隣の水巻町の頃末のところを比較してみました。平成１９年度マイナス

６.５０、そして平成２０年度に頃末の近所にスーパーが開店いたしました。そのと

きに、マイナス５.０７でございますが、平成２１年度になりますとマイナス３.９

６と、地価の下落率に歯どめかかった状況でございます。 

 地価というのは、芦屋町の勢いあるいは活力を示すものでございます。平成２２

年度がマイナス８.３１、そして平成２３年度がマイナス８.３９、このままでいい

のでしょうか。頃末は、スーパーができて地価の下落率に歯どめがかかっていると

いう事実があります。私はこの芦屋町を大きな観点からとらえて、そしてこの芦屋

町の価値を上げていくために税金を投入してでもスーパーは誘致するべきであると

考えます。 

 そして、本当に今賛成、反対の意見があります。これは本当に健全な民主主義が

あってこそと思います。どこかの国は粛清を吹いて、反対するものはすぐ死刑にな

る、そういった国もある中、本当に日本は平和だなと思うところでございますが、

この民主主義の中で、一つ気をつけなくてはいけないということがあると思うんで

すけども、このまちづくり政策実現ガイドという本の中に「大きな声と小さな声」

というところがありました。これを読んでみますと、「ここでは大きな声と小さな

声に注意すべきだ。全国的活動として、行政を批判するグループはバックに資金力

もあり、たちまちきれいなパンフレットをつくって、いかにも市民全体の意見であ

るかのような活動を開始できる。一方、日ごろ行政と接触ない一般市民は、インタ

ーネットで市のホームページ、あるいはホームページや、市長室あてにメールを送

るのが精いっぱいである。そしてメールも使えなくて黙ってしまう。実はその人た

ちこそ地域を支えている大切な人たちなのである。」るるこういったことが書いて

おります。 

 そして、私は本当に芦屋町に対して何一つ不平不満を言わず、一生懸命働き、あ

るいは家庭を守るのが精いっぱい、このような方々の声はなかなか届かない。しか

しながら、この声なき声をしっかりと耳を傾けていかなくてはならない。 

 なぜならば、この方がしっかりと働き、より多くの税金を払うことによって、町

の財政、国家の財政に寄与し、高齢者の皆さんの福祉を初め、行政の第一の目的で

ある福祉の向上に貢献しているからであると思います。 

 先般、田島議員の討論にもありましたように、ハローデイが撤退して、鋳鍛鋼に

住んでいた働き盛りの若い世代が随分転出して出て行ったということが事実でござ

います。本当にこのような現状でいいのでしょうか。私の周りにはこのような働き

盛りの方々がいます。税金を投入してもスーパー来てほしい、なぜならば夕方の忙

しい時間に往復３０分かけて近隣スーパーに行くより、近くにあったほうが時間も

節約できる、ガソリンも節約できるという意見もありますし、大体の人は、税金を



投入しても、やっぱりスーパーがあったほうがいいという声が多いです。ですから、

お年寄りの買い物の対策だけではなく、若い世帯の利便性の向上にもつながってい

くと思います。 

 またスーパーが来て、ともに共倒れになるのではないか、あるいはスーパーが撤

退したらだれが責任をとるのか、そういった声もあります。では、ここ十数年来、

船頭町駐車場の有効活用が見出せなく、このような活力のない商店街にしたのは、

じゃあ一体だれが責任をとるのか。仮にこのスーパーが来なくて、２年後あるいは

３年後にマミーズさんが撤退したら、ますます買い物する場所がなくなる。じゃあ

そういった責任はだれがとるのか。 

 また別の観点から、競艇事業施設１５０億円かけました。今、本当に今もったい

ない状況、じゃあその１５０億円かけた競艇施設、無駄だった。じゃあ、これはだ

れが責任とるのか。私は、だれが責任をとるとかとらないとかの問題ではなく、本

当に今後、活性化に向け、前向きに取り組んでいかなくてはならないと考えていま

す。さまざまな利害があるでしょうが、しかしこの利害を守るというのは、最小不

幸社会の考えで、ますます縮んでいき、発展はないと考えます。 

 私は、最大幸福を追求するのが民主主義と考えます。税金を投入することにより、

公平な競争が働かないという声もありますが、私は、税金を投入してでもスーパー

を誘致することが、結果として町民全体の最大幸福の大きさ、いわゆるパイを広げ

ていると広げていくと確信しています。 

 最後に、町長に要望でございますけども、橋下知事は民主主義の独裁はあってい

いと言ってます。結果として民主主義は６対４の世界ですから、大多数の方に流れ

ていくというのはあると思いますけども、しかし、あえて言うならば、反対する

方々をまた説得していくのも町長の仕事ではないかと思います。 

 答弁を聞きますと、いろんな要望があったからということが、そういう答弁が多

いですけども、やはり、さまざまの要望の中でいろいろ精査した中、これは芦屋町

のためになる、活性化になる、人口増加になるという信念を持ってこの事業に取り

組まれていると思います。ですから、私はしっかりと反対の方々に説得する場を持

っていいと思います。罵声を浴びせられても僕はいいと思います。批判されるのが

嫌だったら政治家やめなさいと、石破、国会議員の先生も言ってました。私はまさ

にそうと思います。ぜひ町長がそういった信念を持っているのであればできると思

いますので、強く住民の皆様方に説得されることを要望いたしまして、私の請願第

３号に対しての反対討論を終わります。 

○議長 横尾 武志君   

 ほかにございますか。妹川議員。 

○議員 ４番 妹川 征男君   

 ４番、妹川です。３点、反対、そして賛成の討論を行います。 

 まず１点目は、議案第４３号平成２３年度芦屋町一般会計補正予算についてであ

ります。先ほど、刀根議員も反対意見を述べられましたけれど、船頭町駐車場活用

事業商業施設整備工事監理委託、長々しいものですが、これは、スーパーＡＳＯを

１億５,４００万円で建築したものについて、工事期間中に配管や電気や建物の内

臓、室内のそういうことを点検をしていく、整備工事監理委託４０５万２,０００

円を計上しておりますが、これに反対します。 

 私は６月議会において、今現在、造成されております駐車場、１,０００万円を

２つの理由で反対しております。 



 一つは１,０００万円の造成のための積算根拠となる造成設計、地質データを提

供せずして議案を提案したこと、これはもう執行部のミスだと思います。このこと

については、９月議会の一般質問では、今後このことのないようにしていきますと

いうような答弁をいただきましたので、それはそれとして今後ともよろしくお願い

しますが、この議案を提案するときに、積算根拠となる１,０００万円の造成設計

地質データを提供せずして、なぜ議案を提供できるんでしょうか。私は、余りにも

このスーパーＡＳＯ建設誘致について、余りにも性急であり強引であるというふう

に思っており、議会をないがしろにするという理由で反対しております。 

 もう一つは、商店街の店主や町民の願い、それとそういう願いに非常に乖離して

いると、民意を反映していないという理由で反対しました。また、７月の臨時議会

で、建物の建築費用１億５,０００万円に対する補正予算に対しても、これまでの

３月議会、今井議員の方から出されました町民とのコンセンサス、そして住民との

説明会、そういうものをすべきであるというようなことも言われてましたし、私も

６月議会でも言っておりましたが、全くそういうことは改善策が見られず、そこで

反対討論を行い、反対いたしました。 

 今回の９月議会で明らかになったことは、町が２年ほど前に行ったアンケートに

基づいて、本来ならば行うべき事前調査や、つまり商店街の方々、買い物難民と言

われてる方々、そして多くの町民への、いわゆる町民は消費者になられる方ですか

ら、そういう方への事前調査もしていなかった。また事後調査は商工会が行うもの

であり、町としては事後調査をしないというような今井議員への回答がありました

が、またそれは、あたかも商工会がすべきである。町はそこまで手を貸す必要があ

るないというような、私は余りにも無責任な回答だったと思うんですね。 

 町が１億５,４００万円、合計１億７,０００万円近くの投資するわけですから、

これが目的化するんではなくて芦屋町の活性化のためには商工会や老人会や婦人会

や消費者の皆さんと協議をしながら今後進めていきますというような回答があるの

かなと思っておれば、何かしらそういう無責任な回答であったと思います。それど

ころか、何かしら商工会の責任であるかのような発言を行われたような気がしてな

りません。 

 また町民説明会については、広報だよりで説明したと、行ったということで、町

民説明会はしないと。今貝掛議員がおっしゃったように、誠心誠意を込めて町民説

明会をしていただきたいと思うわけです。 

 ３番目には、船頭町駐車場は無償で貸しつけるものではない。法的な根拠につい

て、今井議員から説明がありましたけれども、無償で貸しつけるものではない、建

物と一体となっており、２つ合わせたものとして賃料を得るものであるという説明

は、自治法や、条例を拡大解釈しても成り立たない論理であり、それを正当化する

町の姿勢に、何が何でも建物は建てなければならないというような、至上命令的な

感じがしてなりません。 

 本当にスーパーＡＳＯは成功するのか、ＡＳＯを誘致することで、商店街は本当

に達成するのか、マミーズしんえいはフラップは大丈夫なのかと、ますます疑問を

覚え、また２年、３年後、どうなるのかなと、私は上記のような話を今いたしまし

たが、非常に危険性を帯びてきているような気がしております。 

 以上のことを考えたとき、スーパーＡＳＯ誘致のための建設費用１億５,０００

万円は、７月の臨時議会で可決をされていますが、私としては、建築のための工事

をすべきではないと判断します。 



 したがって、建築すべきでない建物に対して町費をさらにつぎ込んで、整備工事

監理委託４０５万２,０００円の計上はすべきではないという理由で反対します。 

 ２点目、認定第１号平成２２年度芦屋町一般会計決算の認定についてでございま

す。 

 この主要な施策の成果及び予算執行の概算書というものをいただき、そして担当

課の方から説明を受けました。 

 その中に、刀根議員もおっしゃいましたが、財産売り払い収入として、１億３,

１３５万５,０００円が歳入として入っております。これの内訳は、町有地売却、

この６カ所が出ております。そして、その６カ所のうちの５カ所は、不動産鑑定に

基づいて売却されております。それについては、私自身専門家ではありませんが、

問題はないのかというふうに思いますし、不動産鑑定に基づいて１００％近くで売

却されていると、こういうふうに思っております。 

 そして、この町有地を売却する際は、芦屋町としては売却金額の決め方は、町が

指定した不動産鑑定士が示した金額に準じているということですから問題はないか

と思うんですが、皆さん方もご存じのような、浜口高浜町営住宅跡地３,７００坪、

不動産鑑定は１億９,３００万円、１億９,０００万円です。約ですね。坪５万４,０

００円。しかし、実際に売却した金額は９,５９０万円であり、約９,５００万円を

値下げして売却しています。坪単価で言えば、５万４,０００円を坪２万５,９００

円で売却したことになっています。何と、不動産鑑定額の４８％、これはどういう

ことでしょうか。 

 議会でも、全員協議会でも３度ほど協議されています。協議というよりも報告で

すね。その中にあって某議員は、これはあくまでも決定ではない。ただそういう報

告だけだというような疑問を感じた方、そしてこれは投げ売りではないかというよ

うな発言もあっておりますが、芦屋町としては、第１回制限付一般競争、第２回制

限付一般競争、このように少しずつ値段を下げながら、申し込みがないからという

ことで、第３回公募を随時公売、先着順受付と町は売却について昨年５月から公募

してきたことは私も承知しています。でも、不動産鑑定価格の４８％という低価格

で売却したことに大変疑問に感じます。 

 例えば、昨年６カ所公有地を売却していますが、夏井ケ浜の観光道路沿いで営業

している鮮魚、海産物の店ととや、あの隣の少し西側になりますが、あそこには町

営駐車場がありました。そして、その駐車場とその周辺の山林６５５坪も売却して

いるんですね。あそこは地目が山林なんです。その総額３,１６８万円、何と坪４

万８,３００円なのです。あの山の中、ととやがあるとはいえ、坪４万８,３００円

で売ってるんです。ここは山林地域なんですね。 

 浜口高浜町営住宅跡地は、芦屋町が町費を使って、町営住宅を解体し、不動産鑑

定、測量、地中探査業務を委託し、また地下埋蔵物撤去工事を行い、町費を使って

６,９４０万円をし、立派な更地になったではなりませんか。それがなぜ１億９,０

００万円がなぜ９,５９０万円になるんでしょう。 

 そして、私は不動産鑑定５万４,０００円と不動産鑑定では言ってますけど、あ

そこが実勢価格、そして路線価格、あそこは８万５,０００円から１０万円する区

画で売却できるものです。あの近所の方々、どうしてでもあそこの土地を売らなけ

ればならないということで、不動産会社にお願いしているところを、このような８

万３,０００円で売ってるあの木村建設組合は８万３,０００円で売ってる。１坪で

すね、８万３,０００円で売ってるということでございますから、もうあの近辺の



土地は売れない。不動産会社も非常に困っておられます。このことを考えたら、土

地の固定資産評価額もぼろぼろと下がっていくのではないでしょうか。そのことに

よって、土地の税金も下がる可能性はあります。私だったらあの辺におられる人だ

ったら、固定資産評価額を下げてくれと、固定資産税を下げてくれという要求が出

てもおかしくはありません。 

 このことについては１２月議会で再度一般質問しますので詳しくは述べませんが、

町は町有財産を適正に管理し、または運営を行わなければなりません。処分する際

はきめ細かな検討を行い、情報を議会に提供し、適正な価格を設定し、売却金を一

般会計に繰り入れ、町政の発展に寄与しなければならないと考えるものです。浜口

高浜町営住宅跡地については、このようなことが十分に行われたとは思われません。

浜口高浜町営住宅地は余りにも低価格で売却しており、町民に対して、また町に対

して相当なる損失を被らせた行為であり、したがって２２年度芦屋町一般会計決算

の認定には承服できません。よって、反対します。 

 ３点目、請願第３号「スーパーＡＳＯ」誘致に関する請願については、賛成討論

いたします。 

 私は請願の紹介議員の一人として賛成するわけですが、今年２月に町長は、スー

パーＡＳＯと融資の仮契約を結び、本年３月議会、６月議会、７月臨時議会、そし

て、９月議会と、来春春のオープンに向けて、余りにも性急し過ぎ、その間、造成

設計と建設設計委託、データ調査委託など総額８５０万円、造成工事１,０００万

円、建築の予算、一般、１億４,５００万円と次々と議案を提案し、慌ただしくも

１年もかけないで進めようとしています。 

 そのため、議会議員には資料や情報を十分に提供せず、そして先ほどあったよう

に全員協議会で事を済ませようとしている。そして、先ほども言ったように、どう

いうデータを示さないままに、非常に事務ずさんさを招いたのではないでしょうか。

私は、議会に対する、ないがしろにしているというふうに先ほど申し上げましたが、

これについては、議会議員が資料を請求したり、そしてそういう委員会の中で、

我々はこういう税金に対して提案したとには、それに積算になるデータを見せなさ

いということをやはり議員は言うべきです。 

 今回の４００万円に対する監理の委託についても、ただ四百数万円のものを金額

を示しただけ、その積算根拠を出さなかったやないですか。なぜ出せないんですか。

そういうことでは、私たち議員は今二元代表制と言われているように、議会は執行

部は決定機関であり、私たち議会は議決機関であるわけですね。対等の立場でござ

います。 

 そのためには、執行部が出したそういう資料に対して、議案に対して、十分に協

議し、いい知恵を出し合って、そしてそういうすばらしいものにつくっていく、つ

まり執行部は議会と執行部がお互いに助け合いながら、そして協議しながらいいも

のをつくり上げていくというのが二元代表制。それを二元代表制であるこの議会が

何かしらこのわずかの私、期間ですけども、議員になって期間ですが、何かしらよ

く言われているような追認機関になっているんではなかろうかというふうな気がし

て、そういうことは許されるものではないと。私たちは町民の付託を受けて、そし

て議会議員として出てきているわけですから、お互いに論議をするために、ぜひそ

のような情報、そしてデータを出していただきたいと思うわけです。そういうよう

な中で、このＡＳＯスーパーの件についても進行してきたのではなかろうかなとい

うふうに思わざるを得ません。 



 そういう中にあって、賛成される議員はいられますが、やはり中核となる店舗を

誘致することは昭和５０年代からの課題であり、今念願が果たされようとしており、

粛々と進めるべきであるというお考えの議員も多いことと存じますが、今あの昭和

５０年、そして平成５年、１０年の間に、またこの平成２３年において、経済情勢

は、社会情勢は激減し、もう事態も大きく変わっていることはご存じだと思います。

だからこそ、署名の項目にあるように、一歩立ちどまって芦屋町の活性化、難民対

策について、議会、行政、商工会、消費者、住民などと論議すべきであると考える

のです。そういう声があの署名の中にひしひしと訴えていると思います。 

 そのような中にあって、町民の有志が真夏の時期に署名活動を始め、１,２００

筆という署名を集められたのですが、私たちは、議会議員は、１名であれ１００名

であれ、１,０００名であれ、庶民の町民の願い、思いをどう受けとめたかであり、

署名をもって集められた方々、また賛同して記入した方々、記入をしたいが、しが

らみがあって書くことをためらった方々、そのようなさまざまな背景を考えなけれ

ばならないと思うんです。 

 私も市民運動を三十数年やってきて署名活動もやってきました。そうすると、さ

まざまな影ながらの応援がありますが、署名はできないけれどもという声はたくさ

ん聞いています。私は署名活動の主催者としてやったこともあります。そういう立

場を考えたときに、軽々しく扱うべきではないと、それを事もあろうに署名のあり

方、進め方に問題があったのではないかとか、そのような町民の声や願いを踏みつ

けるような、私ははっきり言って傲慢な態度、私は町民の目線に立っていないと言

わざるを得ません。 

 この請願に反対しようとする議員の皆様、私は町民の中で誘致すべきだという賛

成の署名活動や動きは全くないではありませんか。やはり、賛成する方が多いとい

うことであれば、そういう方々に署名活動や動きが全くない、それが不思議でたま

りません。 

 例えば、合併問題でも、合併しようやないか、合併反対だと署名が始まりました。

玄海レク、また妹川が玄海レク言っていると思われるかもしれませんが、玄海レク

リゾートでも反対運動しました。玄海レクを賛成しようやないかと、何も動きなか

ったやないですか、結局は玄海レクは頓挫いたしました。 

 そういうことを背景を考えたときに、町民の声、そして願いをやっぱり受けとめ

る、それが芦屋町の議員たるものではあるかと思います。 

 そして、請願に反対する理由を議員の皆さん、こんなことを説明できますか。私

はこれは執行部のほうにお願いをしたんですけど、今度は議員の皆さんに、これは

請願ですから、請願ですから執行部は何ら関係ありません。私たち議員が賛成する

かであって、反対するかであって、仮にそれが賛成されたとしても議会は執行部は

それを参考するにとどめるだけ。今貝掛議員が言われたように粛々とやられるかも

わかりませんが、私たちも議員として、議員としてのやはり問われているわけです

から、請願に反対する理由を証明できますか、説明できますか。スーパーＡＳＯは、

岡垣や宗像で撤退した会社であるということを聞いてみると、本当か、大丈夫かと

言われたときにどうお答えされるでしょうか。 

 町が言うように建物と駐車場が一体であるので土地は無償で貸しつけることには

ならないんだということを町は言ってるけれど、町民からそれを問われたら、それ

に対して納得できるようにお答えできますか。 

 夜間の駐車場が台数が制限されてしまうというふうに聞いているが、本当か。そ



うですと、制限されますよ。なぜか。今、スーパーＡＳＯの建物ができれば、あそ

こが車を入れれば、車の中から盗難をするものたちがあの建物の中に、周りに集ま

って、そして盗難が発生すると。シャッターを破って入るということであるから、

あの一帯は駐車場は夜間はできないんだと。今二、三十台は入れてもらえるような

交渉はしていると。でもそれもわからないんです。なぜかと。建物と土地は一体し

て貸してるんですから、スーパーＡＳＯが夜間は一切貸しませんという権利がある

わけですから、そういうことの中で、町民の皆様からそういうことを聞かれたとき

に一切貸さないということなんですよ。いや、二、三十台は貸してくれるかもわか

りませんよということで、町民の皆さんが賛成しているだろうという方々が、納得

されますか。 

 またバスは移動できるのかという問われたら、何と答えますか。今鶴原副町長が

今検討しておりますと、警察とですね、というふうに答えるしかないと思います。 

 それから、一番私が心配なのは、あの道路の一方通行地帯は改善されるのかと、

もうこれは改善されません。改善されませんと。事故が発生するじゃないかと。そ

して、スーパーＡＳＯ誘致のため、地質調査費用３５０万円、そして、造成工事の

ための設計費用合計３５０万円はもう町が支払ったんです。町民はええっと言われ

るでしょう。町民を納得させることができますか。 

 そして、スーパーＡＳＯを誘致するために、今現在、造成費用があってますけども、

１,０００万円は、工事が終わったら芦屋町が支払うことになるんです、というこ

とについて町民を納得させることができますか。まだまだほかに町民は、私たちス

ーパーＡＳＯを建てるべきではない、誘致すべきではないという私たちに対しても、

また言論の自由ですから、そういう賛成される議員に対しても、聞きたいことは町

民は聞きたいことたくさんあるかと思います。 

 このような声を真摯に耳に受けとめ、町民の負託を受けた私たち議会議員は、先

ほども言いましたように執行機関である芦屋町に対して、議決権を持つ私たち議会

議員は、やはり是正していくように、そして町民説明会をするように、そして一度

立ちどまってはどうかということを強く述べる責務があるのではないかと思ってい

ます。 

 よって、私は「スーパーＡＳＯ」この請願については、いいチャンスではなかろ

うかと思っています。今、町民の声を受けとめて、私は、このスーパーＡＳＯ誘致

に関する請願に賛成すべきではなかろうかと思っております。以上です。 

○議長 横尾 武志君   

 ほかにございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 横尾 武志君   

 ないようですから、以上で討論を終わります。 

 ただいまから採決を行います。 

 お諮りします。まず、日程第１、議案第４２号について、委員長報告のとおり原

案を可決することに賛成の方の挙手をお願いします。 

〔挙 手〕 

○議長 横尾 武志君   

 満場一致であります。よって、議案第４２号は、原案を可決することに決定いた

しました。 

 次に、日程第２、議案第４３号について、委員長報告のとおり原案を可決するこ



とに賛成の方の挙手をお願いします。 

〔挙 手〕 

○議長 横尾 武志君   

 賛成多数であります。よって議案第４３号は、原案を可決することに決定いたし

ました。 

 次に日程第３、議案第４４号について、委員長報告のとおり原案を可決すること

に賛成の方の挙手をお願いします。 

〔挙 手〕 

○議長 横尾 武志君   

 満了一致であります。よって、議案第４４号は、原案を可決することに決定いた

しました。 

 次に、日程第４、議案第４５号について、委員長報告のとおり原案を可決するこ

とに賛成の方の挙手をお願いします。 

〔挙 手〕 

○議長 横尾 武志君   

 満場一致であります。よって議案第４５号は原案を可決することに決定いたしま

した。 

 次に、日程第５、議案第４６号について、委員長報告のとおり原案を可決するこ

とに賛成の方の挙手をお願いします。 

〔挙 手〕 

○議長 横尾 武志君   

 満場一致であります、よって、議案第４６号は、原案を可決することに決定いた

しました。 

 次に、日程第６、議案第４７号について、委員長報告のとおり原案を可決するこ

とに賛成の方の挙手をお願いします。 

〔挙 手〕 

○議長 横尾 武志君   

 賛成多数であります。よって、議案第４７号は原案を可決することに決定いたし

ました。 

 次に、日程第７、認定第１号について、委員長報告のとおり原案を認定すること

に賛成の方の挙手をお願いします。 

〔挙 手〕 

○議長 横尾 武志君   

 賛成多数であります。よって、認定第１号は原案を認定することに決定いたしま

した。 

 次に、日程第８、認定第２号について、委員長報告のとおり原案を認定すること

に賛成の方の挙手をお願いします。 

〔挙 手〕 

○議長 横尾 武志君   

 満場一致であります。よって、認定第２号は原案を認定することに決定いたしま

した。 

 次に、日程第９、認定第３号について、委員長報告のとおり原案を認定すること

に賛成の方の挙手をお願いします。 

〔挙 手〕 



○議長 横尾 武志君   

 満場一致であります。よって、認定第３号は原案を認定することに決定いたしま

した。 

 次に、日程第１０、認定第４号について、委員長報告のとおり原案を認定するこ

とに賛成の方の挙手をお願いします。 

〔挙 手〕 

○議長 横尾 武志君   

 賛成多数であります。よって、認定第４号は原案を認定することに決定いたしま

した。 

 次に、日程第１１、認定第５号について、委員長報告のとおり意見案を決定する

ことに賛成の方の挙手をお願いします。 

〔挙 手〕 

○議長 横尾 武志君   

 賛成多数であります。よって、認定第５号は原案を認定することに決定いたしま

した。 

 次に、日程第１２、認定第６号について、委員長報告のとおり原案を認定するこ

とに賛成の方の挙手をお願いします。 

〔挙 手〕 

○議長 横尾 武志君   

 満場一致であります。よって、認定第６号は、原案を認定することに決定いたし

ました。 

 次に、日程第１３、認定第７号について、委員長報告のとおり原案を認定するこ

とに賛成の方の挙手をお願いします。 

〔挙 手〕 

○議長 横尾 武志君   

 賛成多数であります。よって、第７号は原案を認定することに決定いたしました。 

 次に、日程第１４、認定第８号について、委員長報告のとおり原案を認定するこ

とに賛成の方の挙手をお願いします。 

〔挙 手〕 

○議長 横尾 武志君   

 満場一致であります。よって、認定第８号は原案を認定することに決定いたしま

した。 

 次に、日程第１５、認定第９号について、委員長報告のとおり原案を認定するこ

とに賛成の方の挙手をします。 

〔挙 手〕 

○議長 横尾 武志君   

 満場一致であります。よって、認定第９号は原案を認定することに決定いたしま

した。 

 次に、日程第１６、認定第１０号について、委員長報告のとおり原案を認定する

ことに賛成の方の挙手をお願いします。 

〔挙 手〕 

○議長 横尾 武志君   

 満場一致あります。よって、認定第１０号は原案を認定することに決定いたしま

した。 



 次に、日程第１７、承認第６号について、委員長報告のとおり原案を承認するこ

とに賛成の方の挙手をお願いします。 

〔挙 手〕 

○議長 横尾 武志君   

 満場一致であります。よって承認第６号は原案を承認することに決定いたしまし

た。 

 次に、日程第１８、請願第２号について、委員長報告のとおり原案を採択するこ

とに賛成の方の挙手をお願いします。 

〔挙 手〕 

○議長 横尾 武志君   

 満場一致であります。よって、請願第２号は、原案を採択することに決定いたし

ました。 

 次に、日程第１９、請願第３号について、委員長報告は原案は不採択であります。

請願第３号について、原案を採択することに賛成の方の挙手をお願いします。 

〔挙 手〕 

○議長 横尾 武志君   

 賛成少数であります。よって、請願第３号は原案を不採択とすることに決定いた

しました。 

 次に、それぞれの常任委員長及び議会運営委員長から、閉会中の調査について、

それぞれ再付託の申し出ががなされております。つきましては、これを申し出どお

り、再付託することといたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 横尾 武志君   

 ご異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

 以上で採決は終わります。 

────────────・────・──────────── 

○議長 横尾 武志君   

 次に、新たな議案が提出されております。 

 お諮りします。日程第２０、同意第５号から日程第２２、発委第１号までの各議

案を、この際、一括議題とし、上程し、書記に議案の朗読をさせた上、町長に提案

理由の説明を求めた後、発委の提出委員長に提案理由の説明を求めたいと思います

が、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 横尾 武志君   

 ご異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

 書記に議案の朗読をお願いします。書記。 

〔朗 読〕 

○議長 横尾 武志君   

 以上で朗読が終わりました。 

 次に、町長に提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長 波多野茂丸君   

 皆さんおはようございます。議員の皆様におかれましては、連日のご審議、大変

ご苦労さまでございます。 

 早速でございますが、本日、追加提案いたしております原案につきまして、提案



理由をご説明申し上げます。 

 まず、人事議案でございます。同意第５号の、芦屋町固定資産評価審査委員会委

員の選任同意につきまして、三好利孝氏の任期が、平成２３年１０月４日をもって

満了となりますので、三好氏を再度選任いたしたく、議会の同意をお願いするもの

です。 

 三好氏は平成２０年１０月に固定資産評価審査委員会委員に就任され、委員とし

て適任でありますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 次に、契約議案でございます。議案第４８号の船頭町駐車場活用事業商業施設整

備工事（建設）請負契約の締結につきまして、船頭町駐車場に商業施設を整備する

ため、建築工事の請負契約を締結するものでございます。 

 以上、簡単でありますが、提案理由のご説明を終わります。よろしくご審議くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長 横尾 武志君    

 以上で、提案理由の説明は終わりました。 

 次に、議会運営委員長に、発委第１号の提案理由の説明を求めます。議会運営委

員長。 

○議会運営委員長 益田美恵子君   

 おはようございます。発委第１号、議会改革特別委員会の設置についてを、趣旨

説明をさせていただきます。委員各位の皆様には、お手元にございますので、目を

通していただければありがたいと思います。 

 議会改革特別委員会の設置に関する決議、趣旨説明をさせていただきます。 

 当町議会において、これまで、議会運営の活性化、効率化など、議会の自己改革

に努めてまいりましたが、地方分権の推進に伴い、新たな視点に立った議会改革に

臨まなければなりません。議会は住民の代表機関であり、多様な住民意思の反映や

議員の専門性向上の必要性を踏まえ、議会の組織運営等のあり方、また議会定数な

ど、地方分権時代において議会としての機能を十分発揮できる議会改革を推進、調

査することが必要であります。 

 このような観点から、下記のとおり、議会改革特別委員会を設置するものといた

します。 

 記、１、名称、議会改革特別委員会。２、設置の根拠、地方自治法第１１０条及

び委員会条例第６条。３、委員数においては１３名（芦屋町議会議員全員）でござ

います。４、付議事件、議会改革及び活性化について。５、審査期間は、調査を終

了までといたしております。 

 以上、議会改革特別委員会の設置について、提出するものでございます。議員の

皆様、よろしくお願いいたします。 

○議長 横尾 武志君   

 以上で、提案理由の説明は終わりました。 

 お諮りします。日程第２０、同意第５号については、人事案件でございますので、

この際、質疑討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思いますが、ご異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 横尾 武志君   

 ご異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

 お諮りします。日程第２０、同意第５号について、原案のとおり同意することに



賛成の方の挙手をお願いします。 

〔挙 手〕 

○議長 横尾 武志君   

 満場一致であります。よって、同意第５号は原案を同意することに決定いたしま

した。 

 ただいまから質疑を行います。まず、日程第２１、議案第４８号についての質疑

を許します。今井議員。 

○議員 ９番 今井 保利君   

 今回追加で出されました第４８号船頭町駐車場活用事業商業施設整備工事（建

築）請負契約の締結についての質疑を行います。 

 契約の方法、記、２番目にですね、契約の方法、一般競争入札とありましたけど、

この一般競争入札の参加状況について詳しくご説明をお願いいたします。 

○議長 横尾 武志君   

 財政課長。 

○財政課長 柴田 敬三君   

 参加条件としましては、平成２２年度、２３年度建設工事一般指名競争入札参加

資格申請書に基づいて、建築工事の、ＡまたはＢランクの認定を受けているものと

いうことが大きな参加資格の要件になっております。 

 以上です。 

○議長 横尾 武志君   

 今井議員。 

○議員 ９番 今井 保利君   

 ２番目の質問ですけども、今回のこの資料にあります入札結果表の９ページの１

から１８については２２年度、２３年度において、芦屋町の建設業のＡ、Ｂに該当

しているということの判断でよろしいでしょう。 

○議長 横尾 武志君   

 財政課長。 

○財政課長 柴田 敬三君   

 そのとおりでございます。 

○議長 横尾 武志君   

 今井議員。 

○議員 ９番 今井 保利君   

 ちょっと企業の入札者の名前をずっと見る中では、地元業者というものの名前が

ちょっと私にはちょっと見えなかったんで、特に芦屋町の活性化のために、この芦

屋町の船頭町の商業施設を進めるという中の観点においては、その辺の業者に、芦

屋町の業者を優先して入れる、またはベネフィットを図るというようなことはなさ

らなかったのか、またなされたのか、その辺の条件の、地元業者に対する条件につ

いての緩和、その辺についてはどうだったんでしょうか。 

○議長 横尾 武志君   

 財政課長。 

○財政課長 柴田 敬三君   

 町内業者につきましては、そもそも２年前には一般競争入札については１,００

０万円以上について、すべての業者ということでしてました。で昨年、一昨年６月

からですか、一般競争入札については町内業者を優先してほしいということで、今、



３,０００万円までは町内業者優先ということでやってますが、それ以上につきま

しては、ランクの問題、それからいろんな問題におきまして、町内業者は参入でき

ないという状況になっております。今後も検討はしていきたいと思います。 

 以上です。 

○議長 横尾 武志君   

 ほかにございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 横尾 武志君   

 ないようですから、議案第４８号についての質疑を打ち切ります。 

 次に、日程第２２、発委第１号についての質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 横尾 武志君   

 ないようですから、発委第１号についての質疑を打ち切ります。 

 以上で質疑を終わります。 

 お諮りします。日程第２１、議案第４８号については、総務財政常任委員会に審

査を付託いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 横尾 武志君   

 ご異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

 ここでしばらく休憩いたします。 

午前11時30分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時55分再開 

○議長 横尾 武志君   

 再開します。 

 お諮りします。日程第２１、議案第４８号については、総務財政常任委員会に審

査を付託しておりましたので、審査結果の報告を求めたいと思いますが、ご異議ご

ざいませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 横尾 武志君   

 ご異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

 では、総務財政委員長に審査結果の報告を求めます。総務財政委員長。 

……………………………………………………………………………… 

 報告第１５号 

平成２３年９月２２日 

  芦屋町議会議長 横尾 武志殿 

総務財政常任委員会委員長 辻本 一夫 

総務財政常任委員会付託議案審査結果報告書 

 議案第４８号 船頭町駐車場活用事業商業施設整備工事（建築）請負契約の締結

について、本委員会は、本日付託を受けた右の議案について、慎重審議した結果、

原案を可決すべきものと決定いたしました。 

……………………………………………………………………………… 

○議長 横尾 武志君   

 以上で報告は終わりました。 



 ただいまから審査結果の報告について、質疑を行います。総務財政委員長に対す

る質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 横尾 武志君   

 ないようですから、総務財政委員長に対する質疑を打ち切ります。 

 以上で、委員長報告に対する質疑を終わります。 

 ただいまから討論を行います。 

 日程第２１、議案第４８及び日程第２２、発委第１号の各議案について、順不同

により討論を許します。今井議員。 

○議員 ９番 今井 保利君   

 ９番、今井でございます。議案第４８号船頭町駐車場活用事業商業施設整備工事

（建築）請負契約の締結について、反対の立場からの討論を行います。 

 先ほどの質疑の折に、担当課長よりご説明があって、その辺のルールについては

私も十分理解してるところでございますけども、今回の船頭町駐車場の建物につい

ては、税金を投入して施設を改善する、それも町民のためにということであれば、

確かにそういう条件はあるでしょうけども、そこに工夫を加えて、いろんな工夫を

して、やはり町内業者に請け負えるような条件を設定すべき。そうすることによっ

て町民の理解がさらに得られる商業施設が開設される、まさに執行部が意図する方

向性じゃなかったかと思うんですね。その工夫をするにはいろんな共同体をつくっ

てもいいよとか、条件の緩和をすればいいことであって、それこそ逆にいうと、そ

の条件の緩和については、今回の場合は特別たからということで議会に諮っていた

だくというようなことをなさるべきだったというふうに強く感じますので、この議

案に反対する立場の討論といたしたいと思います。 

 以上です。 

○議長 横尾 武志君   

 ほかにございますか。川上議員。 

○議員 １０番 川上 誠一君   

 議案第４８号に対する反対の討論をいたします。 

 議案第４８号の入札結果を見ますと、これ自体の入札については、公正な入札が

図られたであろうというふうに考えて問題はないわけですけど、議案第１３号のと

きにも申しましたように、やはりこの船頭町駐車場活用事業については、住民の中

に反対する声、そういったものもあります。そういった点では、やっぱり住民の理

解を得た中で、こういった事業を進めるべきと考えますので、この議案に対して反

対いたします。 

○議長 横尾 武志君   

 ほかにはありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 横尾 武志君   

 ないようですから、討論を終わります。 

 ただいまから採決を行います。 

 お諮りします。まず、日程第２１、議案第４８号について、委員長報告のとおり

原案を可決することに賛成の方の挙手をお願いします。 

〔挙 手〕 

○議長 横尾 武志君   



 賛成多数であります。よって、議案第４８号は、原案を可決することに決定いた

しました。 

 次に、日程第２２、発委第１号について、原案のとおり可決することに賛成の方

の挙手をお願いします。 

〔挙 手〕 

○議長 横尾 武志君   

 満場一致であります。よって、発委第１号は、原案を可決することに決定いたし

ました。 

 なお、本特別委員会は、調査機関が調査終了までとなっておりますので、閉会中

の継続調査もあわせて行うことといたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 横尾 武志君   

 ご異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

 以上で、採決を終わります。 

 なお、議会改革特別委員会の正副委員長につきましては、ただいまから、それぞ

れ互選していただき、その結果を、後ほど報告をしてください。 

 ここでしばらく休憩いたします。 

午後０時00分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後０時07分再開 

○議長 横尾 武志君    

 議会改革特別委員会におきましては、正副委員長の互選が行われ、結果報告がな

されました。議会改革特別委員会委員長に、小田議員、副委員長に辻本議員が、以

上のとおり決定いたしました。 

 次に、日程第２３、発議第４号についてを議題といたします。 

 発議第４号については、議会運営委員会に審査を付託しておりましたが、議会運

営委員長から議会改革特別委員会へ審査付託がえの申し出が出ておりますので、こ

れを申し出のとおり、議会改革特別委員会へ付託がえすることといたしたいと思い

ますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 横尾 武志君   

 ご異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

 なお、本案についても、審査期間を審査終了までとし、閉会中の継続審査もあわ

せて行うことといたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 横尾 武志君   

 ご異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

 次に、請願第２号が採択されたことによる新たな意見書案が提出されております。 

────────────・────・──────────── 

追加日程第１．発委第２号 

○議長 横尾 武志君   

 お諮りします。追加日程第１、発委第２号の議案を議題として上程し、書記に議

案の朗読をさせた上、発委の提出委員長に提案理由の説明を求めたいと思いますが、

ご異議ございませんか。 



〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 横尾 武志君   

 ご異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

 書記に、議案の朗読を命じます。書記。 

〔朗 読〕 

○議長 横尾 武志君   

 以上で、朗読は終わりました。 

 民生文教委員長に、発委第２号の提案理由の説明を求めます。民生文教委員長。 

○民生文教常任委員長 小田 武人君   

 ８番、小田でございます。特別養護老人ホームの新設を求める意見書について、

提案理由の説明を申し上げます。 

 お手元に資料があるかと思いますが、それを読み上げることによって提案理由と

させていただきます。 

 我が国では、少子高齢化により、ここ数年先には６５歳以上の高齢者割合が３

５％を超え、日本人の３名に１人が高齢者となる社会が到来すると言われています。

芦屋町においては、平成２２年１０月現在で高齢化率は２３.８％に達し、要介護

状態の割合が高まると言われている７５歳以上の後期高齢化率は１２.３％と、ど

ちらも福岡県の平均を上回っており、１０年後の平成３２年には、高齢化率は２９.

９％に達すると推測されております。 

 町では、高齢者が住み慣れた地域でいきいきと生活できるように、介護予防事業

を初め、要介護状態になった場合でも、可能な限り自宅において自立した日常生活

を営むことができるように、介護保険サービスや福祉サービス等事業の充実に取り

組んでいます。 

 しかしながら、当町の高齢者の状況は、高齢化率の高さに加え、単身高齢者世帯

及び高齢者のみの世帯が約２５％と非常に高く、４世帯に１世帯を占めていること

から、各種サービスの利用を行っても、家族や地域で要介護者を支えていくことに

は限界と言える状況でございます。現在、町内の特別養護老人ホームの入所待機者

は１００人を超えております。ちなみに、今年３月現在の状況では、待機者が１６

０名、うち町内の待機者が６１名という数字になっております。ショートステイの

事業については、利用する曜日や利用日数によっては、すぐに利用できない状況と

なっています。 

 さらに、国は、介護療養病床の廃止を平成２９年に予定しているため、町立芦屋

町病院の介護療養病床の入院患者が行き場を失うことにもなりかねません。そのた

めにも、入院先や入所先の確保も必要となってきます。 

 このような状況の中、多くの高齢者は自分の将来や希望に対して不安を抱いてお

り、高齢化の伸展とともに増加が予想される待機者数を解消するためには、特別養

護老人ホームの早期の整備が必要となってきています。 

 よって、芦屋町議会としては、福岡県に対し、芦屋町内に特別養護老人ホームの

新設が速やかに実施できますよう、特段の配慮を求めることを要望する意見書を民

生文教常任委員会にて作成し、これを提出する者でございます。 

 以上で、提案理由の説明を終わります。慎重審議をよろしくお願いいたします。 

○議長 横尾 武志君   

 以上で、民生文教委員長の提案理由の説明は終わりました。 

 ただいまから質疑を行います。追加日程第１、発委第２号についての質疑を許し



ます。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 横尾 武志君   

 ないようですから、発委第２号についての質疑を打ち切ります。 

 以上で質疑を終わります。 

 発委第２号については、委員会提案でありますので、この際、委員会付託を省略

し、討論終了後、採決を行いたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 横尾 武志君   

 ご異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

 ただいまから討論を行います。追加日程第１、発委第２号についての討論を許し

ます。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 横尾 武志君   

 ないようですから、以上で討論を終わります。 

 ただいまから採決を行います。 

 お諮りします。追加日程第１、発委第２号について、原案のとおり可決すること

に賛成の方の挙手をお願いします。 

〔挙 手〕 

○議長 横尾 武志君   

 満場一致であります。よって、発委第２号は、原案を可決することに決定いたし

ました。 

 以上で、採決を終わります。 

 なお、可決された意見書は、議長から関係機関に送付することといたします。 

────────────・────・──────────── 

○議長 横尾 武志君   

 以上で、本日の議事はすべて終了いたしました。これをもって本日の会議を閉じ、

あわせて平成２３年芦屋町議会第３回定例会を閉会いたします。長い期間のご審議、

お疲れさまでした。 

午後０時15分閉会 

────────────────────────────── 

 


